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労働社会保険制度をめぐる法改正、人事労務管理のトレンドを正射必中します

【特集】健康保険法の改正

ここがポイント

2つの改正は2022年1月1日から施行さ
れます。施行時にすでに傷病手当金を
受給している場合には、施行時に支給
開始日から1年6か月が経過していない
人が対象となります。
任意継続被保険者の任意脱退は、す

べての任意継続被保険者が対象ですが、
標準報酬の決定方法の改正は健康保険
組合の任意継続被保険者で、施行日以
後に資格を喪失した人となります。
改正施行日をまたぐケースや端境期

にあるケースは注意しましょう。

育児休業中の社会保険料免除の取
扱いも変わるそうですが、詳細を教
えてください。
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先月号に続き、2022年1月からの法改正として健康保険の改正事項を取り上げます。「傷病手当
金の支給通算化」と「任意継続被保険者制度の見直し」の改正は、従来から指摘されていた「仕事
と治療の両立支援」に応えるかたちで行われました。

⚫ 改正の対象者になる人、ならない人
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育児休業中の社会保険料免除の取扱
いが変わるのは2022年10月からとな
ります。
これまで育児休業が同一月内にある

場合には社会保険料の免除対象外でし
たが、14日以上の休業の場合、免除に
なります。また賞与の社会保険料免除
が1ヶ月以上の育児休業のみ免除とな
る取扱いに変わります。

傷病手当金の支給期間通算化：1年6か月「分」の支給に通算されることになった

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。謹賀新年

【改正前】 【改正後】

支給開始日 1年6か月

1年 3ヶ月 3ヶ月

支給 不支給

支給開始日 1年6か月

1年 3ヶ月 3ヶ月

支給

任意継続被保険者制度の見直し：任意脱退の創設、標準報酬の決定方法の見直し

◆任意脱退の創設
資格喪失のタイミング
A) 加入から2年経過
B) 死亡
C) 保険料滞納
D) 社会保険加入
E) 任意脱退（申出日の月末で喪失）
⇒自分で時期を選べるようになる。

◆標準報酬の決定方法の見直し
改正前：退職時の標準報酬と上限等級の低いほう
改正後：退職時の標準報酬が上限等級より高い場合、

規約で退職時の標準報酬とすることができる。

退職時の標準報酬
標準報酬の
上限等級＞

1年6か月分

⇒保険料が上限等級を超える額になることがある。
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戦後の冷凍技術の発達によって、遠洋航海で
捕獲したマグロが刺身で食べられるようになり、
一躍国民食となりました。
「有」という漢字には「外側を囲む」という

意味があり、世界の海を周遊する姿から充てら
れたそうです。
トロだ赤身だ、とは云うものの、実は部位の

区分は不明確です。腹の脂身が
大トロで背中の脂身が中トロ、その
中間が赤身、と何ともファジーです。
「初競りマグロ」は過熱気味の観

がありますが、正月はどこの家庭も
「となりのトロ獲ろ」の風景でしょう。

あけましておめでとうございます。昨年も“みくれぽ”をご愛読いただきありがとうございます。
今年は労働社会保険分野で多くの法改正を控えています。対応に追われるあわただしさも予感されま

すが、先手必勝を期して主要な改正項目をご案内します。
【１月】：雇用保険法の改正（マルチジョブホルダー制度）

健康保険法の改正（任意継続被保険者制度の見直し、傷病手当金の支給期間通算化）
【４月】：年金法の改正（繰上げ・繰下げ改正、在職老齢年金改正、在職定時改定）

育児介護休業法の改正（対象者拡大、取得者への周知義務、雇用環境整備）
改正パワハラ防止法・改正女性活躍推進法の対象企業の拡大

【10月】：社会保険の適用拡大（100人超の企業の短時間労働者の拡大）
育児介護休業法の改正（出生時育児休業制度、分割取得の拡大）
雇用保険法の改正（育児休業給付金の変更）
健康保険法等の改正（育児休業期間中の社会保険料免除の取扱いの見直し）

改正の多さもさることながら、内容の密度にもインパクトがあります。
詳細は時宜を捉えてお届けして参ります。本年もよろしくお願い申し上げます。
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